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○議事日程

令和４年３月４日（金） 第２日

第 １ 会議録署名議員の指名について

第 ２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて

第 ３ 議案第 １号 岐南町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例について

第 ４ 議案第 ２号 岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例について

第 ５ 議案第 ３号 岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について

第 ６ 議案第 ４号 岐南町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について

第 ７ 議案第 ５号 岐南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について

第 ８ 議案第 ６号 岐南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について

第 ９ 議案第 ７号 岐南町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部を改正する条例について

第１０ 議案第 ８号 岐南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例について

第１１ 議案第 ９号 羽島郡二町教育委員会共同設置規約の変更に関す

る協議について

第１２ 議案第１０号 令和３年度岐南町一般会計補正予算について

第１３ 議案第１１号 令和３年度岐南町国民健康保険特別会計補正予算

について

第１４ 議案第１２号 令和３年度岐南町介護保険特別会計補正予算につ

いて

第１５ 議案第１３号 令和３年度岐南町後期高齢者医療特別会計補正予

算について

第１６ 議案第１４号 令和４年度岐南町一般会計予算について

第１７ 議案第１５号 令和４年度岐南町国民健康保険特別会計予算につ

いて

第１８ 議案第１６号 令和４年度岐南町介護保険特別会計予算について
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第１９ 議案第１７号 令和４年度岐南町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて

第２０ 議案第１８号 令和４年度羽島郡二町教育委員会特別会計予算に

ついて

第２１ 議案第１９号 令和４年度岐南町水道事業会計予算について

第２２ 議案第２０号 令和４年度岐南町下水道事業会計予算について

第２３ 同意第 １号 岐南町監査委員の選任同意を求めることについて

◇

○本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

◇

○出席議員 １０ 名

１ 番 長谷川 淳 君

２ 番 村 山 博 司 君

３ 番 松 本 暁 大 君

４ 番 三 宅 祐 司 君

５ 番 後 藤 友 紀 君

６ 番 松 原 浩 二 君

７ 番 櫻 井 明 君

８ 番 渡 邉 憲 司 君

９ 番 木 下 美津子 君

１０ 番 岩 田 晴 義 君

◇

○欠席議員 な し

◇

○説明のため出席した者の職氏名

町 長 小 島 英 雄 君

副 町 長 坂 口 正 君

教 育 長 野 原 弘 康 君

会 計 管 理 者 井 上 哲 也 君

総 務 部 長 傍 島 敬 隆 君

総 合 政 策 部 長 三 輪 学 君

福 祉 部 長 小 関 久 志 君
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土 木 部 長 安 田 悟 君

住 民 部 長 堀 場 康 伸 君

総 務 課 長 記 野 雅 之 君

財 政 課 長 服 部 貴 司 君

総 合 政 策 課 長 摂 田 真 広 君

◇

○職務のため出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 朝 倉 修 一

書 記 渡 邉 二志夫

◇

開議

午前１０時 開議

○議長（松原浩二君） ただいまから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付申し上げたとおりであります。

◇

第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（松原浩二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、議長において３番

松本暁大議員、４番 三宅祐司議員の両名を指名します。

◇

第２ 承認第１号

○議長（松原浩二君） 日程第２、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度一般会計補正予算について）を議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。

これより討論を許します。討論はありませんか。

（討 論 な し）

○議長（松原浩二君） 討論がないようですから、これをもって討論を終結します。
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これより採決します。承認第１号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。

（賛 成 者 起 立）

○議長（松原浩二君） 起立全員であります。よって、承認第１号 専決処分の承認を

求めることについて（令和３年度一般会計補正予算について）は、原案のとおり可決

されました。

◇

第３ 議案第１号

○議長（松原浩二君） 日程第３、議案第１号 岐南町職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題といたします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第１号 岐南町職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例については、総務住民常任委員会に付託したい

と思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号については総務住

民常任委員会に付託いたします。

◇

第４ 議案第２号

○議長（松原浩二君） 日程第４、議案第２号 岐南町議会議員の議員報酬、旅費及び

期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）
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○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第２号 岐南町議会議員の議員

報酬、旅費及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、総務住民常

任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号については総務住

民常任委員会に付託いたします。

◇

第５ 議案第３号

○議長（松原浩二君） 日程第５、議案第３号 岐南町常勤の特別職職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３号 岐南町常勤の特別職職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、総務住民常任委員会に付託

したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３号については総務住

民常任委員会に付託いたします。

◇

第６ 議案第４号

○議長（松原浩二君） 日程第６、議案第４号 岐南町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。
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（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４号 岐南町職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例については、総務住民常任委員会に付託したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４号については総務住

民常任委員会に付託いたします。

◇

第７ 議案第５号

○議長（松原浩二君） 日程第７、議案第５号 岐南町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第５号 岐南町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、総務住民常任

委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５号については総務住

民常任委員会に付託いたします。

◇

第８ 議案第６号

○議長（松原浩二君） 日程第８、議案第６号 岐南町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより
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質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第６号 岐南町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例については、福祉土木常任委員会に付託したいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６号については福祉土

木常任委員会に付託いたします。

◇

第９ 議案第７号

○議長（松原浩二君） 日程第９、議案第７号 岐南町消防団員の定員、任免、給与、

服務等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第７号 岐南町消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例については、総務住民常任委

員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７号については総務住

民常任委員会に付託します。

◇

第１０ 議案第８号

○議長（松原浩二君） 日程第10、議案第８号 岐南町消防団員等公務災害補償条例一

部を改正する条例についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）
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○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第８号 岐南町消防団員等公務

災害補償条例の一部を改正する条例については、総務住民常任委員会に付託したいと

思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８号については総務住

民常任委員会に付託いたします。

◇

第１１ 議案第９号

○議長（松原浩二君） 日程第11、議案第９号 羽島郡二町教育委員会共同設置規約の

変更に関する協議についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

これより討論を許します。討論はありませんか。

（討 論 な し）

○議長（松原浩二君） 討論がないようですから、これをもって討論を終結します。

これより採決します。議案第９号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。

（賛 成 者 起 立）

○議長（松原浩二君） 起立全員であります。よって、議案第９号 羽島郡二町教育委

員会共同設置規約の変更に関する協議については、原案のとおり可決されました。

◇

第１２ 議案第１０号

○議長（松原浩二君） 日程第12、議案第10号 令和３年度岐南町一般会計補正予算に

ついてを議題とします。
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（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

５番 後藤友紀議員。

○５番（後藤友紀君） ５番議員の後藤でございます。令和３年度岐南町一般会計補正

予算について、大きく３つの項目について質疑をさせていただきたいと思います。

まず、１つ目は基金についてです。

令和２年度決算において実質収支金額は４億8,000万円、そのうち前年度実質収支

分３億6,000万円を差し引くと、単年度収支は約１億2,000万円の黒字と言えるが、一

方で決算上では財政調整基金を３億9,000万円繰り入れ、積立金として２億円を積ん

だことにより、実質単年度収支としては6,700万円の赤字と言える状況でした。

10月議会の決算特別委員会でも財政健全化に向けた方針についてお尋ねをいたしま

したが、今年度の最終的な補正予算の諸支出金の基金費の補正から改めて財政におけ

る基金についての基本的な方針をお聞かせください。

次に、庁舎東側駐車場整備の予算減額について５点質疑させていただきます。

10月議会に緊急性が高いとして庁舎東側駐車場整備費として補正予算が計上され議

決されましたが、今回の補正予算において予算が削除される議案が提出されています。

予算削除に至った経緯をお尋ねいたします。

次に、10月議会において、町長から「地主さんから、もし役場で必要があれば買っ

てほしい」という申出があったと岩田議員の質疑で答弁されており、地主側から積極

的に購入してほしい意志が聞き取れます。しかし、結果購入できなかったということ

で予算計上に至るまでの手続に問題はなかったかどうか。問題がなかったとすると、

購入できなかった原因はどこにあるのかをお尋ねいたします。

次に、購入できなかったことで予算計上までに要した経費はどのくらいだったか。

結果的に税金を無駄にすることになりましたが、その責任の所在をお答えください。

次に、当初よりこの関連予算については全て補正での提案であったことから、必要

性が高く、緊急性のあった課題だと認識しておりますが、購入に至らなかったことで

課題は積み残されたままとなっています。駐車場は今後どのように確保されるつもり

か、お尋ねをいたします。

最後に、今後の土地購入など財産取得において、購入できるかどうか不確実なもの

が議会に上程される可能性を残したこととなりましたが、意思決定機関である議会に
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上程する議案に対してはより慎重な協議の下になされるべきであります。執行権者と

して意思決定を担う議会に対して提案する議案への考え方と取扱いについて、二度と

このようなことがないように今後どのような態勢で挑むつもりか、お聞かせください。

次に、最後になりますが、体育施設改修工事等の減額修正について３点質疑します。

令和３年度の新規事業であり、今年度実施予定であった体育館の改修工事が実施で

きずに減額修正となっています。議会に対しての詳細な説明がありませんでしたが、

なぜこうなったのか、説明を求めます。

次に、入札が不調となったとのことですが、２度目の入札時にどのような対応をし

たか、お尋ねをいたします。

最後に、２度の入札が不調となり、年度内に事業が完成しない事態となりましたが、

議決したものの年度内実施は原則であると考えます。執行権者としての責任を重く受

け止めるべきでありますが、このことについてどう考えているか、お聞かせください。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（松原浩二君） 傍島敬隆総務部長。

○総務部長（傍島敬隆君） 議案第10号 令和３年度岐南町一般会計補正予算について

の後藤議員のご質疑にお答えいたします。

まず、１つ目の基金についてでございます。

基金については、大きく分けて財源調整のために設置される財政調整基金と特定の

目的のために設置される特定目的基金に分けられます。財政調整基金は、経済事情の

著しい変動等により財源が著しく不足する場合や、災害等により経費が生じる場合な

どに備えるための必要な基金であり、したがって今後も適正規模の残高を確保する必

要がございます。

令和２年度決算時の財政調整基金の保有残高は７億1,589万円でございましたが、

令和３年度の決算見込みといたしましては、今回の補正予算において基金の積立額を

増やし、またなおかつ基金からの繰入れを減らしましたので、本年度の決算といたし

ましては10億円まで回復する見込みとなっております。

一般的には財政調整基金は標準財政規模の10％から20％が適正とされております。

これを本町に当てはめてみますと、令和３年度の本町の標準財政規模が57億1,602万

円であるため、おおむね５億円から11億円強が適正規模であると考えられます。よっ

て、令和３年度末現在の予定の基金保有残高としては、10億円というのは適正である

というふうに認識しております。

また、近年は歳出に対する歳入の不足分を補うために、財政調整基金を取り崩して

財政運営を行っておりますが、将来にわたって健全な財政を維持していくためにも「入
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るを量りて出ずるを為す」という言葉にもございますとおり、その年度の歳入によっ

てその年度の歳出を賄う。収支が均衡した財政運営を目指しつつ、住民サービスを行

う上で真に必要な事業を厳選して実施し、なおかつ適正規模の基金の確保ということ

にも努めてまいりたいと考えております。

続きまして、２つ目のご質疑でございます。用地の買収のお話でございます。

議員ご質疑の職員駐車場用地につきましては、令和３年度の年度当初より地主の方

と用地買収の交渉を進めてまいりました。地主の方とは買収についておおむね合意を

いただいた段階で用地の測量業務委託料27万円、不動産鑑定評価委託料26万3,000円、

これらの費用を令和３年６月の定例会に補正予算として上程し、ご議決をいただきま

した。

その後、測量により面積が確定し、不動産鑑定評価額が確定したことを受け、10月

定例会に用地取得費や工事請負費等の用地取得に必要な経費を補正予算として計上

し、こちらもご議決をいただきました。これらのことと並行しまして、地主の方には

用地買収の流れや税金の控除の有無、議会、予算等のスケジュールなどを説明しつつ

用地交渉を進めてまいりました。

10月の定例会での用地取得費等の議決を経て、町有財産評価委員会において不動産

鑑定評価額を参考に当該用地の取得価格が決定され、その価格をもって地主の方との

最終調整に入りましたが、「考えるので少し待っていただきたい」という旨のお返事

をいただき、後日の交渉の際に、最終的には金額の折り合いがつかずお断りをされた

次第であります。

用地買収は地主の方との交渉事でありますので、用地交渉していく過程におきまし

ては、大体の金額ということでは進められませんので、用地の確定測量や不動産鑑定

評価費用などは買収価格を決める上で必ず必要となってくる経費でございます。

今回の件は、非常に残念ながら実を結ばず申し訳なく思っております。今後はこの

ようなことが極力起こらないよう、今回のケースを教訓に今まで以上により慎重に地

主の方と信頼関係を構築しつつ、密に協議を進めていく必要があると考えております。

また、議員ご懸念の駐車場の確保につきましては、今年の１月に岐阜国道事務所に

伺い、再度占有許可をいただけるよう経緯を説明し、現在令和４年４月から令和７年

３月末までの３年間の占有延長の許可がいただけるよう話を進めておるところでござ

います。ただし、岐阜国道事務所からは、許可が下りた場合でも、この３年間の延長

が最終であるということを言われております。

今後は占有期間内の駐車場確保に向け、役場周辺の土地取得が可能か、これを調査

しつつ、それと並行いたしまして、役場周辺の町有施設が利用できるかについても視
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野に入れて計画を立てて整備できるよう検討していく予定でございます。

○議長（松原浩二君） 堀場康伸住民部長。

○住民部長（堀場康伸君） 後藤議員の体育施設改修工事の減額修正についてお答えい

たします。３つ質問がございますが、関連がございますので、一括にてお答えさせて

いただきます。

総合体育館外壁改修工事につきましては、特定建築物の定期検査の結果、外壁タイ

ルに下地面からの浮きが多数発見され、強い地震の際に剝がれ落ちる可能性が高いと

の指摘を受け、今年度新規事業として1,435万5,000円の予算を計上し、改修を予定し

ておりました。

入札につきましては、年度当初に設計内容の見直しや検討を行い、１回目を10月に

執行いたしましたが、不調となりました。８社指名した業者８社とも辞退ということ

で、理由を聞いたところ、主な理由は管理技術者不足という回答でございました。

早速設計書の中身を再検討し、単価や窓枠部の雨仕舞の施工方法を一部見直し、１

回目の違う業者７社を指名し、再度11月に入札を執行いたしましたが、やはり不調と

なってしまいました。７社中７社が辞退ということであり、主な理由は管理技術者不

足や改修費用の不足でございました。別工法での施工や、12月の増額補正なども検討

いたしましたが、最終的に残りの工期なども総合的に考慮し、令和４年度に見送るこ

とといたしました。

議会に対する説明ですが、令和４年度予算に再度計上いたしましたので、２月24日

の予算説明会にて簡単ではございますが、ご説明をさせていただき、再度３月10日の

予算特別委員会で説明をさせていただく予定でございます。

予算の執行ができなかったことにつきましては、担当部長として大変申し訳なく思

っておりますが、来年度は安心安全な施設の修繕をできるだけ早く実施したいと考え

ております。

以上でございます。

○議長（松原浩二君） 10番 岩田晴義議員。

○１０番（岩田晴義君） 議長のお許しをいただきましたので、３項目ぐらいご質問を

したいと思います。

先ほどの後藤議員のお話の中の土地の駐車場の購入、18ページですね、4,590万2,000

円、非常に大きな金額の減額、ある面ではこの５階から見たときに土地の形状として

は非常に自然的だなというふうに思ったわけでありますが、私はこの購入に対して一

から反対でありましたので、結果はよしとした中で、不用額が出たということに対し

ての、要するに執行部側に対してのやはりきちっとした対応ということが必要である
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と。

大体年度替わりになりますと、３億ぐらいの不用額が出てまいりますけれども、こ

れがもっと大きくなるということは、やはり当初の予算の決め方が甘いという考え方

になるわけであります。そういう中で余ったお金の中で、27ページ、財政調整基金公

共云々と基金を積み立てておみえになりますが、初めからこういう基金なんていうの

は、当初予算の中で出てくるはずなんです。余ったから基金に積む、これも一つの手

だと思います。しかし、できるだけ有効的な予算編成、先ほどの体育館でもそうです

ね。入札不成立やというようなことが２回も起きたということは何だということがよ

うわかるはずですね。物価がやはり上がれば、そのように補正にてそちらのほうに回

すとかいうようなことをやっていくということが必要であります。

今後このようなことがあってはなりませんので、再度僕の言う予算の組み方、不用

額が余りにも増えることに対しての行政側の明解なご答弁をいただきたいと思いま

す。当然今年度予算、令和４年度予算、そういうようなものに対してもそういうこと

がないようにひとつお願いして私の質問と要望を含めてでございます。

終わります。

○議長（松原浩二君） 傍島敬隆総務部長。

○総務部長（傍島敬隆君） ただいまの岩田議員のご質疑にお答えいたします。

予算編成に当たりましては、毎年度頭を悩ませておるところが現状でございます。

その中で不用額が出ないよう、例えば燃料費につきましてもシビアに積算をして見積

もりを取って、あるいは年度ごとの計算をして平均値を取るなり、最大値を有効に利

用して積算をいたしております。

当然ながら工事につきましても、委託契約につきましても入札を行いますと、多少

の不用額というか、入札差金が生まれますので、それらが不用額になってまいる場合

が多いんですが、そちらにつきましてもシビアに見させていただいて、年度末にがば

っと下げるんではなしに、その都度その都度ということで減額をさせていただいて、

その差額につきましても、ほかの事業に流用するということではなしに、また補正予

算等におきまして、ほかの事業に必要であれば、そちらのほうでしっかりと金額を組

んで、落とすところは落とす、上げるところは上げる、計上するところは計上すると

いうことでやらせていただいておりますので、不用額がそんなにたくさん出るという

ことはなしに考えております。予算編成はさせていただいております。

たまたま当初予算の編成におきまして、財政調整基金を繰入れするという予算には

なってございますが、こちらにつきましても、不用額でカバーできるのであれば、財

政調整基金も投入することなく、年度末に繰入れをいたしませんでしたという今回の
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ような補正予算になりますが、途中でも今回も10月の補正予算でも財政調整基金を積

んでおりますし、積立てをいたしておりますので、繰入額にもよりますし、不用額の

発生状況におきましても、基金を有効に活用して、あるいは取り崩すことなく進めら

れるよう予算編成にも苦慮しておるところでございます。

以上でございます。

○議長（松原浩二君） ほかに質疑はありませんか。質疑がないようですから、これを

もって質疑を終結します。

これより討論を許します。討論はありませんか。

（討 論 な し）

○議長（松原浩二君） 討論がないようですから、これをもって討論を終結いたします。

これより採決します。議案第10号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。

（賛 成 者 起 立）

○議長（松原浩二君） 起立多数であります。よって、議案第10号 令和３年度岐南町

一般会計補正予算については、原案のとおり可決されました。

◇

第１３ 議案第１１号

○議長（松原浩二君） 日程第13、議案第11号 令和３年度岐南町国民健康保険特別会

計補正予算についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

これより討論を許します。討論はありませんか。

（討 論 な し）

○議長（松原浩二君） 討論がないようですから、これをもって討論を終結します。

これより採決します。議案第11号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。

（賛 成 者 起 立）

○議長（松原浩二君） 起立全員であります。よって、議案第11号 令和３年度岐南町
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国民健康保険特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。

◇

第１４ 議案第１２号

○議長（松原浩二君） 日程第14、議案第12号 令和３年度岐南町介護保険特別会計補

正予算についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

これより討論を許します。討論はありませんか。

（討 論 な し）

○議長（松原浩二君） 討論がないようですから、これをもって討論を終結します。

これより採決します。議案第12号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。

（賛 成 者 起 立）

○議長（松原浩二君） 起立全員であります。よって、議案第12号 令和３年度岐南町

介護保険特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。

◇

第１５ 議案第１３号

○議長（松原浩二君） 日程第15、議案第13号 令和３年度岐南町後期高齢者医療特別

会計補正予算についてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

これより討論を許します。討論はありませんか。

（討 論 な し）
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○議長（松原浩二君） 討論がないようですから、これをもって討論を終結します。

これより採決します。議案第13号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。

（賛 成 者 起 立）

○議長（松原浩二君） 起立全員であります。よって、議案第13号 令和３年度岐南町

後期高齢者医療特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。

◇

第１６ 議案第１４号から第２２ 議案第２０号まで

○議長（松原浩二君） 次に、日程第16、議案第14号から日程第22、議案第20号までの

７案件を一括して議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） この７案件については、この後議員全員で構成する予算特別委

員会を設置し、付託したいと思いますので、質疑は省略したいと思います。これにご

異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、質疑は省略します。

お諮りします。議案第14号から議案第20号までの７案件については、議員全員で構

成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第14号から議案第20号ま

での７案件については、議員全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託し

て審査することに決定しました。

なお、予算特別委員会の正副委員長には、委員長に櫻井 明議員、副委員長に後藤

友紀議員とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」との声あり〕

○議長（松原浩二君） ご異議なしと認めます。よって、予算特別委員会の正副委員長

は、委員長に櫻井 明議員、副委員長に後藤友紀議員に決定いたしました。

◇

第２３ 同意第１号

○議長（松原浩二君） 日程第23、同意第１号 岐南町監査委員の選任同意を求めるこ



－ 39 －

とについてを議題とします。

（議 案 掲 載 省 略）

○議長（松原浩二君） 本案件については既に説明が終わっておりますので、これより

質疑を許します。質疑はありませんか。

（質 疑 な し）

○議長（松原浩二君） 質疑がないようですから、これをもって質疑を終結します。

これより討論を許します。討論はありませんか。

（討 論 な し）

○議長（松原浩二君） 討論がないようですから、これをもって討論を終結します。

これより採決します。同意第１号を原案のとおり選任同意することに賛成の諸君の

起立を求めます。

（賛 成 者 起 立）

○議長（松原浩二君） 起立全員であります。よって、同意第１号 岐南町監査委員の

選任同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定いたしました。

◇

散会

○議長（松原浩二君） 以上をもって本日の議事日程は全部終了しました。

明日から３月15日までの11日間は議事の都合により休会とし、３月16日午前10時か

ら会議を開きます。

午前１０時３８分 散会

◇

本会議録の正当であることを認め、ここに署名する。

岐南町議会議長 松 原 浩 二

岐南町議会議員 松 本 暁 大

岐南町議会議員 三 宅 祐 司
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